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【公開番号】特開2015-39613(P2015-39613A)
【公開日】平成27年3月2日(2015.3.2)
【年通号数】公開・登録公報2015-014
【出願番号】特願2013-173889(P2013-173889)
【国際特許分類】
   Ａ４５Ｄ  44/22     (2006.01)
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年6月2日(2015.6.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１１】
　請求項１～１０の何れかに記載の化粧用瞼整形用テープの製造方法であって、以下のス
テップを有する方法。
（１）上記基材片を形成する合成樹脂から成る基材シートの両面又は片面に粘着剤が塗着
された粘着シートを準備するステップ
（２）上記突出部と同じ輪郭形状の刃先を有する切断刃と上記粘着シートとを相対的に移
動させながら、該切断刃で該粘着シートを切断することにより、上記化粧用瞼整形用テー
プを得るステップ
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　なお、本発明に係る化粧用瞼整形用テープは、以下のステップを有する方法によって製
造することができる。
（１）上記基材片を形成する合成樹脂から成る基材シートの両面又は片面に粘着剤が塗着
された粘着シートを準備するステップ
（２）上記突出部と同じ輪郭形状の刃先を有する切断刃と上記粘着シートとを相対的に移
動させながら、該切断刃で該粘着シートを切断することにより、上記化粧用瞼整形用テー
プを得るステップ
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　そして、本発明に係る化粧用瞼整形用テープを使用するにあたっては、上記テープ状部
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材の長手方向の一端側と他端側に位置する一対の把持領域を指先で把持して、該テープ状
部材を長手方向に引っ張り、これら把持領域間に位置する貼着領域を基材片が延伸される
所定長さに伸長させた状態（すなわち、テープ状部材を引っ張ったままの状態）で、上記
貼着領域を瞼に押し当てて貼り付ける。そして、把持領域から指先を放すと、基材片の収
縮に伴って瞼の皮膚も収縮するが、瞼の皮膚は概ね眼球に沿った外側への凸曲面に形成さ
れているため、テープ状部材が瞼にくい込んで、疑似的な二重瞼を形成したり下瞼に膨ら
みを形成したりするなど、瞼に疑似的な整形を施すのに必要な深さのくびれが、該テープ
状部材に沿って形成される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
【図１】本発明に係る化粧用瞼整形用テープの一実施形態としての二重瞼形成用テープを
示す部分破断平面図である。
【図２】図１のテープを側方から見た図である。
【図３】図２のテープのＡ－Ａ断面図である。
【図４】図１のテープの分解斜視図である。
【図５】図２のテープの易破断部を含む部分Ｂの拡大図である。
【図６】図１のテープにおいて、テープ状部材を基材片が延伸される所定長さに伸長させ
たときの貼着領域の状態を示す概略図である。
【図７】本発明に係る化粧用瞼整形用テープを用いた二重瞼の形成方法を示す概略図１で
ある。
【図８】同概略図２である。
【図９】同概略図３である。
【図１０】同概略図４である。
【図１１】同概略図５である。
【図１２】同概略図６である。
【図１３】同概略図７である。
【図１４】本発明に係る化粧用瞼整形用テープの製造過程を示す概略図１である。
【図１５】同概略図２である。
【図１６】同概略図３である。
【図１７】同概略図４である。
【図１８】同概略図５であり。
【図１９】（ａ）及び（ｂ）は、共に、本発明に係る化粧用瞼整形用テープの他の実施形
態を示すテープ状部材の平面図である。
【図２０】（ａ）及び（ｂ）は、共に、本発明に係る化粧用瞼整形用テープの他の実施形
態を示すテープ状部材の貼着領域の平面図である。
【図２１】（ａ）～（ｃ）は、共に、本発明に係る化粧用瞼整形用テープの他の実施形態
を示すテープ状部材の貼着領域の部分平面図である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　上記テープ状部材２の寸法すなわち基材３の各種寸法については、該基材３が低密度ポ
リエチレンで形成されている場合、実際の使用における操作性や携帯性等を考慮して決定
すべきであるが、長さＬは２５～４０ｍｍ程度で、そのうち上記貼着領域２ｂの延伸後の
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長さは５～１０ｃｍ程度であることが好ましい。また、コア部の幅（すなわち第１側端２
１ａと第２側端２１ｂとの距離）Ｃｗと基材片３の厚さｔ１は、延伸後に上瞼に貼着した
ときの幅や厚さ及び上瞼へ装着した時の使用感等を考慮して決定すべきであるが、Ｃｗは
１．０～５．０ｍｍ程度、ｔ１は４０～８０μｍ程度であることが好ましい。そして、上
記突出部２２，２３のピッチｐ１、ｐ２及び高さｈ１，ｈ２は、延伸後に上瞼に装着する
際における皮膚との間の滑りの抑制や、上瞼に貼着したときの幅等を考慮して決定すべき
であるが、ｐ１，ｐ２は１．５～４．０ｍｍ程度、ｈ１，ｈ２は０．３～０．６ｍｍ程度
であることが好ましい。このとき、該突出部２２，２３の高さｈ１とｈ２の和は、上記コ
ア部２１の幅Ｃｗよりも小さいことが望ましい。
　ただし、基材片３の各種寸法はこれらの範囲に限定されるものではなく、基材片３の材
質、並びに、操作性、使用感及び形成した二重瞼の見栄えなどといった感覚的な評価等を
考慮して、適宜決定することができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図１】
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